
総 税 都 第 １ ５ 号

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日

各道府県総務部長
殿

東京都主税局長

総務省自治税務局長

（ 公 印 省 略 ）

「軽油引取税の課税免除について」の一部改正について

「軽油引取税の課税免除について」（平成２１年４月１日付け総税都第２０号）の一部を下記

のとおり改正しますので、適切に対処されますようよろしくお願いします。

なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的な助言）に基

づくものです。

記

「軽油引取税の課税免除について」について、別添新旧対照表のように改正する。

本通知による改正後の規定は、令和７年４月１日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引

取税について適用する。
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軽油引取税の課税免除についての一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

一 略 一 略

二 船舶の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅰ） 二 船舶の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅰ）

（１） 「船舶」とは、船舶法（明治３２年法律第４６号）の規定による船舶等が （１） 「船舶」とは、船舶法（明治３２年法律第４６号）の規定による船舶のみ

該当し、漁船、浚渫船、海上自衛隊の艦船等もこれに含まれるものであるこ ならず、漁船、浚渫船、海上自衛隊の艦船等もこれに含まれるものであるこ

と。 と。なお、外国船籍の船舶の当該船舶の船用品として使用する軽油について

なお、令附則第１０条の２の２第１項に規定する「専らレクリエーション は、法第１４４条の５に規定する「輸出」として取り扱うものであること。

の用（レクリエーションに関する事業の用を除く。）に供する船舶」とは、

いわゆるプレジャーボートをいい、例えば、クルージング、釣り、ダイビン

グ、パラセーリング等のマリンレジャー等（事業として提供され、行われて

いるものを除く。）に専ら使用する船舶がこれに該当するものであるが、こ

れらの船舶については、免税対象から除かれていることに留意すること。

したがって、公共用船舶、事業用船舶、交通用船舶等は、課税免除の対象

となるものであること。

この場合において、事業用船舶については、船舶検査証書、事業の許可証

、決算書等により事業の状況を確認し、必要に応じて事業者への聞き取りや

現地調査等を行った上、総合的に勘案して判断するものであること。なお、

事業者が従業員の福利厚生のために使用する船舶や接待用に使用する船舶に

ついては、課税免除の対象とならないものであるので留意すること。

（２） 外国船籍の船舶の当該船舶の船用品として使用する軽油については、法第

１４４条の５に規定する「輸出」として取り扱うものであること。

（３） 略 （２） 略

三 略 三 略
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四 鉄道又は軌道用車両の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅲ） 四 鉄道又は軌道用車両の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅲ）

（一） 略 （一） 略

（二） 専用の鉄道を設置する者（令附則第１０条の２の２④） （二） 専用の鉄道を設置する者（令附則第１０条の２の２③）

「専用の鉄道」とは、原則として、鉄道事業法第２条第６項に規定する専 「専用の鉄道」とは、原則として、鉄道事業法第２条第６項に規定する専

用鉄道をいうものであるが、製品原料等の運搬のために構内のみにおいて設 用鉄道をいうものであるが、製品原料等の運搬のために構内のみにおいて設

置されている鉄道等もこれに含まれるものであること。なお、専用の鉄道に 置されている鉄道等もこれに含まれるものであること。なお、専用の鉄道に

は軌道及び索道を含めて取り扱うものであること。 は軌道及び索道を含めて取り扱うものであること。

（三） 専用側線において車両の入換作業を営む者（令附則第１０条の２の２④） （三） 専用側線において車両の入換作業を営む者（令附則第１０条の２の２③）

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

五 農業、林業、委託を受けて行う農作業、農地の造成又は改良並びに素材生産業の 五 農業、林業、委託を受けて行う農作業、農地の造成又は改良並びに素材生産業の

用に供する機械の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅳ） 用に供する機械の動力源の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅳ）

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略

（３） 令附則第１０条の２の２第６項に規定する「農地の造成又は改良を主たる （３） 令附則第１０条の２の２第５項に規定する「農地の造成又は改良を主たる

業務とする者」とは、土地改良区等がこれに該当するものであること。 業務とする者」とは、土地改良区等がこれに該当するものであること。

（４） 略 （４） 略

（５） 令附則第１０条の２の２第７項第１号には、おおむね農業、委託を受けて （５） 令附則第１０条の２の２第６項第１号には、おおむね農業、委託を受けて

行う農作業又は農地の造成若しくは改良の用に供される機械が列挙されてい 行う農作業又は農地の造成若しくは改良の用に供される機械が列挙されてい

るものであること。なお、林業を営む者が苗畑において山林用苗木の養成等 るものであること。なお、林業を営む者が苗畑において山林用苗木の養成等

のために、耕うん機を使用する場合にも課税免除の対象とされるものである のために、耕うん機を使用する場合にも課税免除の対象とされるものである

こと。 こと。

（６） 略 （６） 略

（７） 農業又は林業の用に供する機械、委託を受けて行う農作業の用に供する機 （７） 農業又は林業の用に供する機械、委託を受けて行う農作業の用に供する機

械及び農地の造成又は改良の用に供する機械の取扱いについては、次の諸点 械及び農地の造成又は改良の用に供する機械の取扱いについては、次の諸点

に留意されたいこと。 に留意されたいこと。

ア 令附則第１０条の２の２第７項に規定する機械は、農業、林業、委託を ア 令附則第１０条の２の２第６項に規定する機械は、農業、林業、委託を

受けて行う農作業又は農地の造成若しくは改良の用に供する機械がおおむ 受けて行う農作業又は農地の造成若しくは改良の用に供する機械がおおむ
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ね列挙されているものであるが、新たに製造使用される機械については、 ね列挙されているものであるが、新たに製造使用される機械については、

その名称にとらわれることなく、その機械の実態、用途等により判断され その名称にとらわれることなく、その機械の実態、用途等により判断され

たいこと。 たいこと。

イ及びウ 略 イ及びウ 略

六 鉱工業等の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅴ、令附則第１０条の２の２⑧） 六 鉱工業等の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅴ、令附則第１０条の２の２⑦）

（一）～（十） 略 （一）～（十） 略

（十一） 木材加工業（規則附則第４条の７⑦） （十一） 木材加工業（規則附則第４条の７⑦）

（１）～（９） 略 （１）～（９） 略

（10） 「専ら木材の積卸しのために使用する機械」とは、専ら（１）から（９ （10） 「専ら木材の積卸しのために使用する機械」とは、専ら（１）から（10

）までの事業における原材料、中間製品又は製品の積卸しのために使用さ ）までの事業における原材料、中間製品又は製品の積卸しのために使用さ

れるものをいい、フォークリフト・フォークローダ、ショベルローダ及び れるものをいい、フォークリフト・フォークローダ、ショベルローダ及び

クレーンがこれに該当するものであること。 クレーンがこれに該当するものであること。

なお、これらの機械のうち、 道路運送車両法第４条の規定により登録 なお、これらの機械のうち、 道路運送車両法第４条の規定により登録

を受けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナ を受けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナ

ンバープレートをつけているこれらの機械は、その稼働の実態が専ら木材 ンバープレートをつけているこれらの機械は、その稼働の実態が専ら木材

の積卸しの用に供されるものであっても課税免除の対象とならないもので の積卸しの用に供されるものであっても課税免除の対象とならないもので

あること。 あること。

（十二）～（十四） 略 （十二）～（十四） 略
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